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(57)【要約】
【課題】電池の放電をより容易且つ効果的に防ぐことの
出来る電子機器を提供する。
【解決手段】電子機器は、制御部を含み、所定の機能動
作を行う電子回路と、電子回路に電力を供給する電池と
、外部からの電力供給を検出する供給検出部と、電池か
ら電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、を備
え、供給検出部は、外部からの電力供給が検出されると
、供給遮断部による電力供給の遮断を解除する電池接続
動作を行う。
【選択図】図１



(2) JP 2017-11908 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部を含み、所定の機能動作を行う電子回路と、
　前記電子回路に電力を供給する電池と、
　外部からの電力供給を検出する供給検出部と、
　前記電池から前記電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、
　を備え、
　前記供給検出部は、前記外部からの電力供給が検出されると、前記供給遮断部による電
力供給の遮断を解除する電池接続動作を行う
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記供給検出部は、前記電池接続動作として、前記外部から供給された電力を前記制御
部に供給して当該制御部を起動させ、
　起動した前記制御部が前記遮断を解除させる
　ことを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　外部機器と通信を行う通信処理部を備え、
　当該通信処理部は、前記外部機器から所定の停止命令が取得されると、前記供給遮断部
により前記電力供給を遮断させる電池遮断動作を行う
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記通信処理部は、前記停止命令に従って前記制御部に前記電子回路の機能動作を停止
させる停止動作を行わせ、当該停止動作の完了後に前記遮断がなされるように前記電池遮
断動作を行うことを特徴とする請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記停止動作には、前記制御部が保持する設定情報のバックアップ処理を含むことを特
徴とする請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　前記供給検出部は、前記電池接続動作として、前記外部から供給された電力を前記制御
部に供給して当該制御部を起動させ、
　起動された前記制御部は、前記通信処理部が前記外部機器と通信接続され、所定の解除
命令を取得した後に、前記遮断を解除させる
　ことを特徴とする請求項３～５の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記通信処理部は、前記停止命令に従って前記制御部に動作の停止動作を行わせ、当該
停止動作の完了後に前記遮断がなされるように前記電池遮断動作を行い、
　前記制御部は、前記停止動作において、前記制御部が保持する設定情報を前記通信処理
部を介して前記外部機器に送信させる
　ことを特徴とする請求項６記載の電子機器。
【請求項８】
　前記通信処理部は、前記外部機器と無線通信を行い、当該無線通信に係る受信電波を電
力源として動作可能であることを特徴とする請求項３～７の何れか一項に記載の電子機器
。
【請求項９】
　前記電池は二次電池であり、前記外部からの電力供給に従って充電可能に構成されてい
ることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　制御部を含み、所定の機能動作を行う電子回路と、前記電子回路に電力を供給する電池
と、前記電池から前記電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、を備えた電子機器
の電池接続方法であって、
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　外部からの電力供給を検出する供給検出ステップと、
　前記供給検出ステップで前記外部からの電力供給が検出されると、前記供給遮断部によ
る電力供給の遮断を解除する電池接続ステップと、
　を含む電子機器の電池接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電池により動作する電子機器、及び電子機器の電池接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、充電池や乾電池などを電力源として動作する電子機器がある。
　これら電子機器では、しばしば、電子機器の通常動作を行わせない状態であっても、電
子機器が備えるマイコン（ＩＣチップ）、論理回路やセンサ回路などの電子回路により微
小な電力が消費され続け、電池が放電する。
【０００３】
　このように電池が電子機器に取り付けられたまま販売されずに、又はユーザが取得後使
用されずに放置されると、やがて電池の放電が進み、乾電池の利用が困難になったり充電
池からの電力供給が意図せずに遮断されたり、更には再充電が不可能になるほど深放電が
なされたりして、電子機器の販売や使用に問題を来たす場合がある。
【０００４】
　これに対し、特許文献１には、所定の間隔でウェイクアップ信号を出力する回路構成を
備え、定期的にスタンバイ状態でのマイコン動作を停止させてウェイクアップ信号の出力
までスタンバイ電流も停止させることで、電池の長寿命化を図る技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１１４５６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術においても、定期的なマイコン動作による電池の電力消費
を防ぐことが出来ないという課題がある。
【０００７】
　この発明の目的は、電池の放電をより容易且つ効果的に防ぐことの出来る電子機器、及
び電子機器の電池接続方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、
　制御部を含み、所定の機能動作を行う電子回路と、
　前記電子回路に電力を供給する電池と、
　外部からの電力供給を検出する供給検出部と、
　前記電池から前記電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、
　を備え、
　前記供給検出部は、前記外部からの電力供給が検出されると、前記供給遮断部による電
力供給の遮断を解除する電池接続動作を行う
　ことを特徴とする電子機器である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に従うと、電子機器において、より容易且つ効果的に電池の放電を防ぐことが出
来るという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態の電子機器の機能構成を示すブロック図である。
【図２】電子機器の起動処理の動作手順を示すフローチャートである。
【図３】ＲＦタグによるバッテリ遮断処理の手順を示すフローチャートである。
【図４】再起動処理の動作手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態の電子機器１の機能構成を示すブロック図である。
【００１２】
　この電子機器１は、制御部１１と、メモリ１２と、デバイス群１３と、ＲＦタグ１４及
びアンテナ１４１と、二次電池２１（電池）と、保護回路２２と、供給遮断部としてのス
イッチ素子１５と、遅延回路１６と、供給検出部としての回路ＩＣ１７と、電力受給部１
８などを備える。
【００１３】
　制御部１１は、電子機器１の全体動作に係る演算制御を行うマイコンである。制御部１
１は、ＣＰＵ１１１（Central Processing Unit）及びＲＡＭ１１２（Random Access Mem
ory）などを有し、特には限られないが、基板上に一体的に形成される。ＣＰＵ１１１は
、各種演算処理を行い、当該電子機器１に所定の機能動作を行わせる。ＲＡＭ１１２は、
ＣＰＵ１１１に作業用のメモリ空間を提供すると共に、一時データを記憶する。ＣＰＵ１
１１によりスタンバイ時に実行されるプログラムや設定データなどもＲＡＭ１１２に記憶
される。
　本実施形態の制御部１１は、動作状態と、通常の機能動作を停止させて特定の維持動作
のみを行わせるスタンバイ状態と、完全に動作を停止させる停止状態とをとることが可能
になっている。
【００１４】
　メモリ１２は、フラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Progra
mmable Read Only Memory）といった不揮発性の外部メモリであり、電子機器１において
必要に応じて読み出されるプログラムや設定データなどが記憶される。また、ＲＡＭ１１
２に記憶される一時データのうち、電源オフ時に維持が必要なものについては、このメモ
リ１２にバックアップされ得る。
【００１５】
　デバイス群１３は、表示出力部、入力操作部や計測部などの各種周辺デバイスを備える
。
　表示出力部には、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などの表示画面、ＬＥＤランプ
、スピーカやビープ音の発生部などが含まれ得る。
　入力操作部としては、ＬＣＤに重ねて設けられたタッチセンサ、押しボタンスイッチ、
スライドスイッチや、キーボード、テンキーパネル、マウス及びトラックボールなどの各
種外付け操作デバイスなどが含まれ得る。
　計測部には、温度センサ、振動センサや照度センサなどが含まれ、随時又は必要に応じ
て起動されて計測を行う。
　これら制御部１１、メモリ１２及びデバイス群１３とこれらの周辺回路とを含めて電子
回路１０と記す。
【００１６】
　ＲＦタグ１４は、アンテナ１４１を介して外部機器３と近接場無線通信（Near-Field C
ommunication; ＮＦＣ）を行うことで所定の情報の送受信が可能なチップである。このＲ
Ｆタグ１４は、二次電池２１による電力供給とは独立に、受信された電波を電力源として
起動し動作する。なお、二次電池２１から電力供給を受けてのアクティブ動作が併用可能
であっても良い。ＲＦタグ１４は、自身の固有識別情報を保持すると共に、外部機器３と
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通信を行って所定の情報を読み書きすることが可能なフラッシュメモリなどの不揮発性メ
モリとその読み書き動作に係る制御回路を備える。また、ＲＦタグ１４の不揮発性メモリ
に保持される情報は、制御部１１によっても読み取りや書き換えが可能である。更に、制
御部１１の保持する情報は、ＲＦタグ１４を介して外部機器３に入出力させることが出来
る。また、ＲＦタグ１４の制御回路は、外部機器３から受信される特定のコマンドに応じ
て制御部１１に動作を終了させ、シャットダウンさせるための割込み要求（ＩＲＱ）を出
力可能となっている。
　ＲＦタグ１４及びアンテナ１４１により通信処理部が構成される。
【００１７】
　二次電池２１は、制御部１１、メモリ１２、デバイス群１３など、電子機器１において
電力供給を必要とする全てのデバイスに動作用の電力を供給する。二次電池２１は、充電
可能であり、電力受給部１８を介して外部の給電手段から送られた電力を蓄電する。二次
電池２１としては、各種周知のものを利用可能であり、ここでは、例えば、リチウムイオ
ン電池である。
【００１８】
　保護回路２２は、二次電池２１の過放電や、短絡電流などの過電流の出力を防止する制
御ＩＣである。この保護回路２２は、電力供給先の制御部１１の動作などに関係なく二次
電池２１の出力電圧や電流によって動作する。保護回路２２は、通常、二次電池２１と一
体的にバッテリパック２０として形成されて、電子機器１に取り付けられる。
【００１９】
　スイッチ素子１５は、バッテリパック２０と回路ＩＣ１７との間の電力供給ラインの接
続可否を切り替える。このスイッチ素子１５は、スイッチ状態の切替用電力が供給されな
い状態でも接続状態が維持されるものが好ましく用いられ、少なくとも切替用電力が供給
されない状態ではオフ（遮断状態）とされる。このようなスイッチ素子１５としては、例
えば、切替時にのみ電力が必要な機械式スイッチが用いられる。
【００２０】
　遅延回路１６は、スイッチ素子１５をオフさせる際に、制御部１１の動作が停止されて
から所定時間遅延させて動作させるための電力及び命令を保持する回路である。この電力
は、ＲＦタグ１４が受信電波により得る電力を所定の電圧で維持するキャパシタなどで保
持され、当該所定時間の後スイッチ素子１５を切り替える電圧（電流）信号としてスイッ
チ素子１５に出力される。
【００２１】
　回路ＩＣ１７は、通常時には、二次電池２１から供給された電力（動作電流又はスタン
バイ電流）を制御部１１に出力し、外部の給電装置からの供給電力がある場合には、当該
電力を制御部１１に出力すると共に、必要に応じて二次電池２１に送って充電させる切替
制御を行う。なお、二次電池２１の充電可否に係る切替は、制御部１１が部分的に行って
も良い。
【００２２】
　電力受給部１８は、外部の給電手段からの電力を受ける接続部であり、例えば、電源ケ
ーブルやＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブルなどの端子のコネクタや、無線充電に
係る電磁場変化を取得するアンテナなどが含まれる。外部の給電手段は、専用の充電装置
であっても良いし、或いは、単に家庭用電源のコンセントに接続さることで直接取得され
る電力であっても良い。電力受給部１８は、必要に応じて整流回路、周波数変換回路や平
滑回路などを備えていても良い。
【００２３】
　ここでは、外部機器３としては、ＲＦタグ１４との間での通信及びＲＦタグ１４の不揮
発性メモリデータの読み書きを行う機能を有するスマートフォンや携帯電話などの携帯型
機器が好ましく用いられる。
【００２４】
　次に、本実施形態のスイッチ素子１５の切替動作について説明する。
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　先ず、初期状態でオフされていたスイッチ素子１５がオンされる動作の手順について説
明する。
　図２は、本実施形態の電子機器１の起動処理の動作手順を示すフローチャートである。
【００２５】
　電力受給部１８に給電手段が接続されて給電が開始されると、回路ＩＣ１７により給電
が検出され、回路ＩＣ１７から制御部１１に電力を供給して、制御部１１が起動させるこ
とで電池接続動作が開始される（ステップＳ１０１）。ここでは、制御部１１は、初期起
動動作内で、スイッチ素子１５をオンさせる駆動信号を出力する（ステップＳ１０２）。
制御部１１は、二次電池２１及び／又は電力受給部１８からの電力供給を受けて機能動作
を行うと共に、必要に応じて二次電池２１の充電要否、即ち、回路ＩＣ１７における電流
の流れる方向を切り替える（ステップＳ１０３）。そして、起動処理が終了する。
【００２６】
　このように、この電子機器１は、外部からの電力供給をトリガとして内部のスイッチ素
子１５がオンされて（遮蔽が解除）二次電池２１の使用が可能になる。
【００２７】
　次に、ＲＦタグ１４を介した電子機器１のバッテリ遮断動作及び再起動の手順について
説明する。
　上述のように、本実施形態の電子機器１は、外部機器３からバッテリ遮断に係るコマン
ドを受信して動作の停止及びスイッチ素子１５のオフ動作を行うことが可能となっている
。このコマンドは、例えば、電子機器１に対応した専用アプリケーションプログラム（ア
プリ）を介してユーザの操作により外部機器３から送信される。
【００２８】
　図３は、ＲＦタグ１４によるバッテリ遮断処理の手順を示すフローチャートである。
　ＲＦタグ１４は、外部機器３からのポーリングに係る信号を受信して起動し、予め定め
られた応答信号を返すことで通信接続を行う（ステップＳ２０１）。ＲＦタグ１４（制御
回路）は、外部機器３からのコマンドを解読して電子機器１（制御部１１）の動作停止に
送るコマンド（停止命令）か否かを判別する（ステップＳ２０２）。電子機器１の動作停
止に係るコマンドではないと判別された場合には（ステップＳ２０２で“ＮＯ”）、ＲＦ
タグ１４の制御回路は、当該コマンドの内容に従った処理を行う。
【００２９】
　電子機器１の動作停止に係るコマンドであると判別された場合には（ステップＳ２０２
で“ＹＥＳ”）、ＲＦタグ１４の制御回路は、制御部１１と通信を行い、動作停止前動作
、即ち、シャットダウン動作（停止動作）を行わせるコマンド（ＩＲＱによる割り込み）
を制御部１１へ出力させる（ステップＳ２０３）。ＲＦタグ１４は、制御部１１から外部
機器３に対して送られる所定の設定データ（設定情報）をそのまま外部機器３に対して送
信（バックアップ処理）させる（ステップＳ２０４）。このとき、ＲＦタグ１４は、主に
二次電池２１に係る情報、例えば、バッテリ残量や出力電圧の情報を不揮発性メモリに記
憶させることが出来る。また、電子機器１では、制御部１１の制御によりデバイス群１３
の動作が停止される。
【００３０】
　ＲＦタグ１４の制御回路は、全てのデータのバックアップとデバイスのシャットダウン
が終了して、電子機器１の動作をオフ可能な状態となったか否かを判別する（ステップＳ
２０５）。オフ可能な状態となっていないと判別された場合には（ステップＳ２０５で“
ＮＯ”）、ＲＦタグ１４は、処理をステップＳ２０４に戻して引き続きバックアップコピ
ーなどを行わせる。
【００３１】
　オフ可能な状態となったと判別された場合には（ステップＳ２０５で“ＹＥＳ”）、Ｒ
Ｆタグ１４は、所定の遅延時間の後にスイッチ素子１５の接続を遮断させるように遅延回
路１６に信号（電力）を出力する電池遮断動作を行う（ステップＳ２０６）。制御部１１
は、電子機器１の動作をオフ可能な状態となってから、最終的にＲＡＭ１１２やメモリ１
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２などの退避動作を行ってＣＰＵ１１の動作を停止させる。遅延回路１６は、これらＲＡ
Ｍ１１２やメモリ１２などの退避動作の所要時間より長い遅延時間を伴ってスイッチ素子
１５にスイッチ素子１５の接続を遮断させることで、制御部１１の動作が完全に停止する
前にスイッチ素子１５がオフされるのを回避している。ＲＦタグ１４の動作は、ステップ
Ｓ２０６の処理が終了した段階で終了する。
【００３２】
　図４は、再起動処理の動作手順を示すフローチャートである。
　この再起動時に実行される処理は、上述の起動処理に対してステップＳ１１１、Ｓ１１
２の処理が追加されたものであり、同一の処理内容には同一の符号を付して説明を省略す
る。
【００３３】
　この再起動処理では、制御部１１が起動された後、ＲＦタグ１４が外部機器３と通信接
続されたか否かを判別し（ステップＳ１１１）、接続されない間は（ステップＳ１１１で
“ＮＯ”）、ステップＳ１１１の処理を繰り返して待機する。接続されると（ステップＳ
１１１で“ＹＥＳ”）、制御部１１は、ＲＦタグ１４を介して、スイッチ素子１５による
二次電池２１から電子回路１０への電力供給の遮断を解除する命令と、バッテリ遮断時に
外部機器３に送信した設定データ（所定の情報）とを取得し、当該設定データに基づく動
作設定を行う（ステップＳ１１２）。その後、制御部１１の処理は、ステップＳ１０２に
移行してスイッチ素子１５をオンさせる。
【００３４】
　以上のように、本実施形態の電子機器１は、制御部１１を含み、所定の機能動作を行う
電子回路１０と、電子回路１０に電力を供給する二次電池２１と、外部からの電力供給を
検出する回路ＩＣ１７と、二次電池２１から電子回路１０への電力供給を遮断するスイッ
チ素子１５と、を備え、回路ＩＣ１７は、外部からの電力供給が検出されると、スイッチ
素子１５による電力供給の遮断を解除する電池接続動作を行う。
　このように、二次電池２１を電子回路１０から完全に切り離すことで、動作停止時でも
通常は流れる二次電池２１から電子回路１０への電流を完全に遮断し、より容易且つ効果
的に電池の放電を防ぐことが出来る。これにより、製品の出荷までに時間が経過しても二
次電池２１の放電や劣化を抑え、問題が生じるのを防ぐことが出来る。また、ユーザが毎
回電池を取り外して管理する必要がなくなるので、煩雑さが抑えられる。
【００３５】
　また、回路ＩＣ１７は、電池接続動作として、外部から供給された電力を制御部１１に
供給して当該制御部１１を起動させ、起動した制御部１１がスイッチ素子１５による二次
電池２１の遮断を解除させる。従って、二次電池２１の前回の充電状況や設定状態などに
応じた状況判断を行ったのちに適切に遮断解除の制御を行うことが出来る。
【００３６】
　また、外部機器３と通信を行うＲＦタグ１４を備え、ＲＦタグ１４は、外部機器３から
所定の停止命令が取得されると、スイッチ素子１５により二次電池２１からの電力供給を
遮断させる電池遮断動作を行う。従って、電子機器１として通常は動作及び電力供給の停
止を想定されないようなものであっても、外部から適切にシャットダウン処理を行わせる
ことが出来る。
【００３７】
　また、ＲＦタグ１４は、外部からの停止命令に従って制御部１１に電子回路１０の機能
動作を停止させる停止動作を行わせ、当該停止動作の完了後にスイッチ素子１５による二
次電池２１からの電力供給の遮断がなされるように電池遮断動作を行うので、独立の電力
で動作するＲＦタグ１４により、制御部１１のシャットダウン後に安全にスイッチ素子１
５により電力供給を遮断することが出来る。これにより、制御部１１の動作に問題を生じ
させない。
【００３８】
　また、制御部１１による停止動作には、制御部１１が保持する設定情報のバックアップ
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処理を含む。従って、通常電力遮断によるバックアップを想定しない電子機器であっても
、当該バックアップデータを用いることで再起動時に現在の設定状況を引き継いで適切な
動作を行わせることが出来る。
【００３９】
　また、回路ＩＣ１７は、電池接続動作として、外部から供給された電力を制御部１１に
供給して当該制御部１１を起動させ、起動された制御部１１は、ＲＦタグ１４が外部機器
３と通信接続されて、スイッチ素子１５による二次電池２１からの電力供給の遮断を解除
させる命令を取得した後に、当該遮断を解除させる信号をスイッチ素子１５に出力する。
このように、外部機器から予め必要な情報を取得してから二次電池２１の利用を再開させ
るので、適切な設定状態で電子機器１及び二次電池２１を利用再開させることが出来る。
【００４０】
　また、ＲＦタグ１４は、外部からの停止命令に従って制御部１１に動作の停止動作を行
わせ、当該停止動作の完了後に二次電池２１からの電力供給の遮断がなされるように電池
遮断動作を行い、制御部１１は、停止動作において、当該制御部１１が保持する設定情報
をＲＦタグ１４を介して外部機器３に送信させる。
　従って、電源遮断による設定の引継ぎを想定しないような電子機器１であっても容易に
バックアップデータを外部に退避させ、再起動時にこれを取得することで引き継ぐことが
出来る。
【００４１】
　また、ＲＦタグ１４は、外部機器３とＮＦＣによる無線通信を行い、無線通信に係る受
信電波を電力源として動作可能であるので、電子機器１と有線接続する必要がなく、停止
動作を容易に行わせることが出来る。また、電子機器１内部の電源である二次電池２１と
は独立に動作するので、スイッチ素子１５の管理に適切に用いることが出来る。また、特
に、携帯電話やスマートフォンを用いることで、バックアップデータの管理が容易になる
。
【００４２】
　また、電力を供給する電池として、二次電池２１が用いられ、外部からの電力供給に従
って充電可能に構成されているので元々充電用に用意される接続端子や電力供給手段を用
いて容易に再起動させることが出来る。また、特に不使用時の放電が比較的大きくなりや
すい二次電池２１に上記の構成を用いることで、より効果的に不使用時における二次電池
２１の放電を抑制することが出来る。
【００４３】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限られるものではなく、様々な変更が可能である。
　例えば、上記実施の形態では、初期起動の後、再度スイッチ素子１５をオフさせること
を可能としたが、起動後にオフされることが想定されない電子機器については、オフさせ
られる必要はない。この場合、当初のオフ状態からオン状態への変化は非可逆的な動作で
あっても良い。
【００４４】
　また、上記実施の形態では、ＲＦタグ１４を用いて外部との通信及び制御部１１とは独
立した動作を可能としたが、小電力で独立動作可能な制御部を有するものであれば、ＲＦ
タグとして用いられるものでなくても良いし、ＮＦＣ以外の通信、例えば、低消費電力モ
ードのBluetooth（登録商標）を用いた通信などであっても良いし、更には、ケーブルを
用いた有線接続であって、ＵＳＢケーブルなどを用いて動作電力が供給されても良い。
【００４５】
　また、上記実施の形態では、外部機器に設定情報のバックアップを出力して、再起動時
に取得することとしたが、電子機器１内の不揮発性メモリに保存させても良い。更には、
特に設定情報の保存が必要ない場合には、特にバックアップの必要は無く、毎回初期デー
タを用いて起動すれば良い。この場合、故障の心配などが不要な場合には、制御部１１の
シャットダウン動作完了を待たずにスイッチ素子１５をオフさせても良い。
【００４６】
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　また、上記実施の形態では、電池接続動作として制御部１１が起動された後に当該制御
部１１によってスイッチ素子１５がオンされたが、回路ＩＣ１７が直接スイッチ素子１５
をオンさせることが可能であっても良い。この場合、二次電池２１に十分な電力が蓄電さ
れている場合には、二次電池２１により制御部１１が起動されても良い。また、電力供給
手段が電力受給部１８を介して供給する電力量は、回路ＩＣ１７がスイッチ素子１５を切
り替えるのに必要な電力量であれば足り、電力供給手段は、継続的に電力を供給するもの
でなくても良い。
【００４７】
　また、制御部１１の起動時に外部機器３から取得する情報は、バックアップ用に出力さ
れた情報に限られず、その他の情報であっても良く、又はその他の情報が含まれていても
良い。また、電子機器１内の例えばメモリ１２などに設定情報が保存される場合には、外
部機器３との通信接続や設定情報の取得が必要なく、回路ＩＣ１７からの電力供給開始に
より速やかに再起動がなされれば良い。
【００４８】
　また、上記実施の形態では、回路ＩＣ１７を独立な部品としたが、電力供給部１８に回
路ＩＣ１７の機能を持たせるようにしても良い。
【００４９】
　また、上記実施の形態では、充電可能な二次電池２１から通常の動作電力の供給を行わ
せることとしたが、電子機器１の各部に電力を供給する電池は、充電することの出来ない
乾電池であっても良い。充電の出来ない乾電池では、不使用時に取り外された電池の使用
状態を揃えて他の機器で利用しにくい場合も多いので、取り付けられた状態を維持しつつ
効果的に放電を防ぐことで管理が容易になる。
　その他、上記実施の形態で示した具体的な構成、動作の内容や手順などは、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
【００５１】
［付記］
＜請求項１＞
　制御部を含み、所定の機能動作を行う電子回路と、
　前記電子回路に電力を供給する電池と、
　外部からの電力供給を検出する供給検出部と、
　前記電池から前記電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、
　を備え、
　前記供給検出部は、前記外部からの電力供給が検出されると、前記供給遮断部による電
力供給の遮断を解除する電池接続動作を行う
　ことを特徴とする電子機器。
＜請求項２＞
　前記供給検出部は、前記電池接続動作として、前記外部から供給された電力を前記制御
部に供給して当該制御部を起動させ、
　起動した前記制御部が前記遮断を解除させる
　ことを特徴とする請求項１記載の電子機器。
＜請求項３＞
　外部機器と通信を行う通信処理部を備え、
　当該通信処理部は、前記外部機器から所定の停止命令が取得されると、前記供給遮断部
により前記電力供給を遮断させる電池遮断動作を行う
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　ことを特徴とする請求項１又は２記載の電子機器。
＜請求項４＞
　前記通信処理部は、前記停止命令に従って前記制御部に前記電子回路の機能動作を停止
させる停止動作を行わせ、当該停止動作の完了後に前記遮断がなされるように前記電池遮
断動作を行うことを特徴とする請求項３記載の電子機器。
＜請求項５＞
　前記停止動作には、前記制御部が保持する設定情報のバックアップ処理を含むことを特
徴とする請求項４記載の電子機器。
＜請求項６＞
　前記供給検出部は、前記電池接続動作として、前記外部から供給された電力を前記制御
部に供給して当該制御部を起動させ、
　起動された前記制御部は、前記通信処理部が前記外部機器と通信接続され、所定の解除
命令を取得した後に、前記遮断を解除させる
　ことを特徴とする請求項３～５の何れか一項に記載の電子機器。
＜請求項７＞
　前記通信処理部は、前記停止命令に従って前記制御部に動作の停止動作を行わせ、当該
停止動作の完了後に前記遮断がなされるように前記電池遮断動作を行い、
　前記制御部は、前記停止動作において、前記制御部が保持する設定情報を前記通信処理
部を介して前記外部機器に送信させる
　ことを特徴とする請求項６記載の電子機器。
＜請求項８＞
　前記通信処理部は、前記外部機器と無線通信を行い、当該無線通信に係る受信電波を電
力源として動作可能であることを特徴とする請求項３～７の何れか一項に記載の電子機器
。
＜請求項９＞
　前記電池は二次電池であり、前記外部からの電力供給に従って充電可能に構成されてい
ることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の電子機器。
＜請求項１０＞
　制御部を含み、所定の機能動作を行う電子回路と、前記電子回路に電力を供給する電池
と、前記電池から前記電子回路への電力供給を遮断する供給遮断部と、を備えた電子機器
の電池接続方法であって、
　外部からの電力供給を検出する供給検出ステップと、
　前記供給検出ステップで前記外部からの電力供給が検出されると、前記供給遮断部によ
る電力供給の遮断を解除する電池接続ステップと、
　を含む電子機器の電池接続方法。
【符号の説明】
【００５２】
１     電子機器
３     外部機器
１０   電子回路
１１   制御部
１２   メモリ
１３   デバイス群
１４   ＲＦタグ
１５   スイッチ素子
１６   遅延回路
１７   回路ＩＣ
１８   電力受給部
２０   バッテリパック
２１   二次電池
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２２   保護回路
１１１ ＣＰＵ
１１２ ＲＡＭ
１４１ アンテナ

【図１】 【図２】
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